
 



 

 

 

 

 





議案第２６号 

 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

 上記の議案を提出する。 

   令和４年２月１７日 

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 



   指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

 次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

                                      

１ 公の施設の名称 甲賀市野洲川児童公園 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市甲南町野田８１０番地 

          一般社団法人甲賀市スポーツ協会 

          代表理事 治 武 俊 明 

３ 指定期間    令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２６号参考資料 

施設名称   甲賀市野洲川児童公園  

 所 在 地   甲賀市水口町水口６３７７番地  

 面  積  １２，９６５㎡ 

 施設内容  グラウンドゴルフ場 １６ホール、自由広場、友愛の森、管理

棟 １棟、トイレ他  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲賀市野洲川児童公園 



議案第２６号参考資料 

令和３年度第２回指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：建設管理課） 

１ 施 設 名  甲賀市野洲川児童公園 

２ 施 設 の 目 的 

 本施設は、スポーツやレクリエーションを目的に設置され、市民の誰にも開かれた施設

とするとともに、心身の向上を図る場並びに健康増進の場として特性等を踏まえた施設

の運営や事業を展開することを目的とする。 

３ 施 設 の 概 要 

（１）施設の名称 甲賀市野洲川児童公園 

（２）所在地    甲賀市水口町水口６３７７番地 

（３）施設の目的 都市公園 

（４）施設の内容 グラウンドゴルフ場（１６ホール） 

           自由広場（友愛の森含む）、管理棟（１棟）、トイレなど 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和４年４月１日 から 令和６年３月３１日（２年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

〇甲賀市野洲川児童公園の運営に関する業務 

  ＊施設貸出・受付業務 

  ＊利用料金徴収業務 

  ＊備品貸出業務 

  ＊広報宣伝業務 

  ＊提案事業 

〇甲賀市野洲川児童公園の施設の維持管理に関する業務 

  ＊建築物保守管理業務 ＊建築設備保守管理業務 

  ＊備品等保守管理業務 ＊駐車場保守管理業務 

  ＊清掃業務 ＊外構保守管理業務 

  ＊植栽管理業務 ＊警備業務 

  ＊廃棄物処理業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）                 ３，０２８千円 

（年間指定管理料）                   １，５１４千円 

８ 申 請 者 一般社団法人甲賀市スポーツ協会 

９ 選 定 委 員 

甲賀市指定管理者選定委員会 委員長 

甲賀市指定管理者選定委員会 副委員長 

甲賀市指定管理者選定委員会 委員 

甲賀市指定管理者選定委員会 委員 

甲賀市指定管理者選定委員会 委員 

10 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 



議案第２６号参考資料 

11 選 定 方 式  総合点数方式 

12 選 定 結 果 

指定候補者           

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

一般社団法人 甲賀市スポーツ協会 １９９点 ２５０点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員５人の得点を合計した点数 

13 附 帯 意 見  特になし 

令和 4 年 1 月 24 日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長  別所 德子   

 



議案第２７号  

指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについて  

上記の議案を提出する。  

令和４年２月１７日  

甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについて  

甲賀市福祉ホールの指定管理者の指定期間（令和２年１２月２３日議決）を次の

とおり変更することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定に基づき、議決を求める。  

 

現行の指定期間「令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで」を「令和３年

４月１日から令和４年３月３１日まで」に変更する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２７号参考資料  

 

１ 現行の指定管理者の指定期間について（令和２年１１月２６日提出、令和２年

１２月２３日議決）  

 

２ 公の施設の名称 甲賀市福祉ホール  

 

３ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町水口５６０９番地  

          社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会  

          会長 嘉 郷 重 郷（令和 3 年６月２３日林 善彦に変更） 

 

４ 現行の指定期間 令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで  

 

５ 甲賀市福祉ホールの指定管理者の指定期間の変更について  

現行の指定期間「令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで」を「令和３

年４月１日から令和４年３月３１日まで」に変更する。  

 

６ 変更理由  

水口社会福祉センターを含めた施設整備にかかる工事に伴い休館とするため、

現行の指定管理者の指定期間を３年間短縮するもの。  

 



議案第２８号  

指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについて  

上記の議案を提出する。  

令和４年２月１７日  

甲賀市長  岩 永 裕 貴  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについて  

甲賀市老人福祉センター佐山荘の指定管理者の指定期間（令和２年１２月２３日

議決）を次のとおり変更することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。  

 

現行の指定期間「令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで」を「令和３年

４月１日から令和４年３月３１日まで」に変更する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料  

 

１ 現行の指定管理者の指定期間について（令和２年１１月２６日提出、令和２年 

１２月２３日議決）  

 

２ 公の施設の名称 甲賀市老人福祉センター佐山荘  

 

３ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町水口５６０９番地  

          社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会  

          会長 嘉 郷 重 郷（令和３年６月２３日林 善彦に変更） 

 

４ 現行の指定期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで  

 

５ 甲賀市老人福祉センター佐山荘の指定管理者の指定期間の変更について  

現行の指定期間「令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで」を「令和３

年４月１日から令和４年３月３１日まで」に変更する。  

 

６ 変更理由  

甲賀市老人福祉センター佐山荘に佐山地域市民センター及び佐山学区自治振興  

会の機能を移転することにかかる工事に伴い施設を休館とするため、現行の指定

管理者の指定期間を１年短縮するもの。  

 



議案第２９号  

 市道路線の認定につき議決を求めることについて  

 上記の議案を提出する。  

   令和４年２月１７日  

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   市道路線の認定につき議決を求めることについて  

 次のとおり市道路線を認定することにつき、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定に基づき、議決を求める。  

 

整理  

番号  
路線番号  路 線 名  

起   点  

終   点  

１  １４１８０ 暁３号線  
水口町暁地先  

水口町暁地先  

２  ４０８８９  野田下浦１０号線  
甲南町野田字下浦地先  

甲南町野田字下浦地先  

３  ５０８４１  長野川東線  
信楽町長野字川東地先  

信楽町長野字川東地先  

 

 

 

 

 



縮尺　S=1/10000

市道路線の認定　位置図

議案第２９号　参考資料

Ｎ

綾野小学校

水口高校

水口体育館

甲賀市役所

水口小学校

近
江鉄道

水口スポーツの森

みなくち子どもの森

衛生センター

野洲川

① 暁３号線



市道路線の認定　平面図

　　縮尺　S=1/500

議案第２９号　参考資料
Ｎ

① 暁３号線



縮尺　S=1/10000

市道路線の認定　位置図

議案第２９号　参考資料

Ｎ

甲南情報交流センター
（忍の里プララ）

甲南中学校

甲南地域市民
センター

甲南第一小学校

甲南中央運動公園

JR草
津
線
 甲

南
駅

② 野田下浦１０号線



縮尺　S=1/500

市道路線の認定　平面図

議案第２９号　参考資料

Ｎ

② 野田下浦１０号線



縮尺　S=1/10000

市道路線の認定　位置図

議案第２９号　参考資料

Ｎ

信楽図書館

信楽地域市民
センター

信楽中央病院

信楽高校

信楽小学校

信楽中学校

信
楽
高
原
鐵
道

　
信
楽
駅

③ 長野川東線



市道路線の認定　平面図

縮尺　S=1/500

議案第２９号　参考資料
Ｎ

③ 長野川東線



議案第３０号 

 契約の締結につき議決を求めることについて 

 上記の議案を提出する。 

   令和４年２月１７日 

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴   

  



   契約の締結につき議決を求めることについて 

 次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第５号及び甲賀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１６年甲賀市条例第４２号）第２条の規定に基づき、議

決を求める。 

 

１ 契約の目的  水口社会福祉センター改修工事 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 契約金額   ３４９，８００，０００円 

４ 契約の相手方 滋賀県甲賀市水口町本綾野２番１６号 

         辻寅建設株式会社 

         代表取締役 中 野 稔 之 

  



議案第３０号参考資料 

 

入 札 結 果 表 

工事の名称等  令和３年度 第１１８号 

        水口社会福祉センター改修工事 

工事場所    甲賀市水口町水口 地内 

入 札 者 入 札 金 額 摘要 

辻寅建設株式会社 ３１８，０００，０００円 落札 

京都建物辻正株式会社 ３２４，９００，０００円  

株式会社フジサワ建設 ３５５，０００，０００円  

三陽建設株式会社 ３７２，０００，０００円  

大宝柊木株式会社 ３８９，８００，０００円  

 

 

１ 契約の相手方  滋賀県甲賀市水口町本綾野２番１６号 

          辻寅建設株式会社 

          代表取締役 中 野 稔 之 

２ 予定価格    ３５６，０４０，０００円 

３ 最低制限価格  ３１６，２９０，０００円 

４ 契約金額    ３４９，８００，０００円（入札金額に１０％を加算） 

５ 入札日     令和４年２月８日 

６ 工期      本契約成立の日から５日以内から 

          令和５年２月２８日まで 

 

  



議案第３０号参考資料 

 

令和３年度 第１１８号 水口社会福祉センター改修工事 概要 

 

１ 工事番号    令和３年度 第１１８号 

２ 工事名     水口社会福祉センター改修工事 

３ 工事場所    甲賀市水口町水口 地内 

４ 工事内容    改修工事（改修面積１，２１４．１８㎡） 

            建物内外の改修工事 

            トイレ改修工事 

            上記に伴う電気設備、機械設備改修工事 

５ 工期      本契約成立の日から５日以内から 

          令和５年２月２８日まで 

６ 契約の方法   一般競争入札 

 



車庫

11,500

植栽

植栽

7,000

改修建物

公衆電話

物入

外部倉庫

工事期間中、仮事務所として使用する。

移動入浴車

倉庫

▲

受変電設備

鋼製物入

鋼製物入

鋼製物入

鋼製物入

▲

▲

自転車置き場

ゴミ置場

水口税務署

市
道
 新

町
・
貴
生
川
幹
線

市
道

 
水

口
・

梅
ノ

木
線

事務所棟

福祉ホール

1/150外構平面図

カーポート

Ｎ

　　　　　　・その他、付属棟整備【契約の相手方】

令和3年度　第118号

水口社会福祉センター改修工事

　本契約成立の日から5日以内　～　令和 5年 2月28日

【工事概要】

　　　　　　・建物内外の改修工事

　　　　　　・上記に伴う電気設備、機械設備改修工事

　　　　　　　・工事期間中の仮設事務所として

　　　　　　　　使用するため、必要最小限の

　　　　　　　　改修工事を行う。　　　　　　　外部倉庫（改修）、カーポート（新設）

　事務所棟（RC造2階建　1,214.18㎡） 　福祉ホール（RC造平屋建　496.42㎡）

水口保健センター

議案第３０号 参考資料

【工期】

　辻寅建設株式会社　代表取締役　中野 稔之

【契約金額】　３４９，８００，０００円（税込）
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